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まちが崩壊する前に
滋賀県立大学環境科学部教授

柴田いづみ

災害は、一挙にまちを崩壊します。まちが崩壊する

のは、災害時だけではありません。環境の崩壊、コミ

ュニティの崩壊、こころの崩壊とあります。

時間をかけて徐々に崩壊してきたまちは、目には見

えないだけに、再生するのも時間がかかります。

ここで、一挙に崩壊する災害がくる前にうつ手を考

え、つまり何か目的を持って一緒に活動することで、

災害に対して備え、また徐々に崩壊してきたこころも

まちも再生することはできないものでしょうか？

阪神・淡路大震災の時、亡くなられた20～24歳の間

の年齢層は、古いアパートに住んでいたのではないか

と想定されます。若い方々に、「耐震補強のあるアパ

ートに住みましょう！」というキャンペーンも始まり

ました。

そして、亡くなられたもうひとつの年齢層である高

齢の方々は、耐震的に弱い家に住んでいられたと考え

られます。

それらも早急に耐震補強しなければなりません。木

造在来構法では簡易なブレース（筋交い）での補強方

法や制度も整備されてきました。

他方、木造伝統構法への耐震補強は、なかなか補強

方法や制度の認識が深まりません。彦根は築100年、

築200年の建物が多く、一見大丈夫そうでもたびたび

の改築や白アリや湿気で傷んでいます。

幸いなことに、今回の建物のある商店街は、彦根で

も一番元気なコミュニティのある場所なので、最初の

防災・耐震化へのアンケートから始まって、みんなの

活動拠点を耐震補強の事例として改修できました。コ

ミュニティが元気だとここまでできるという事例にも

なりそうです。災害の前にも「自助」「共助」です。

災害ボランティアの方々もいつもは自分の仕事を持

っていられるわけですが、自分の地盤の地域で、平常

時でのボランティアにも力を貸してもらえると嬉しい

ですね。

地震に対しての防災対策は、耐震補強がもっとも有

効ですが、耐震補強工事のボランティア、家具の固定

ボランティアといった平常時のボランティアもよろし

くお願いします。「もうしていま～す！」という嬉し

い声が方々から聞こえてきそうな気がしますが。

2007年10月に約１か月、のべ100人のボランティ
アで、木造伝統構法による耐震補強工事をしました。
参加者は、高校生、大学生、市民、建築士、教員、
公務員のみなさんです。
まちの重要な活動拠点である花しょうぶ通りの

【ひこね「街の駅」寺子屋力石】は、江戸時代の約
250年前の建物と言われている町屋で、その後、老
朽化とともに、耐震的に多くの問題を含み、安全・
安心な場所とする必要がありました。
木造伝統構法では、柱と柱を床下で繋ぐ「足固め」
と柱と壁の増設がポイントですが、壁の補強でもブ
レース（筋交い）を使ってはいけない為、「荒壁パ
ネル」（乾式の土壁）と「木格子」を使い、地震エ
ネルギーを吸収しながら建物の全壊を防ぐ方法をと
っています。

柱や大引き等の寄付もあり、全部浄財での工事で
した。みんなの知恵とエネルギーで耐震補強した活
動拠点で、彦根に多い100年を超す家々の耐震補強
の参考になって欲しいと思っています。

ひこね「街の駅」寺子屋力石、耐震補強工事概要

ひこね「街の駅」 滋賀県立大学街なか研究室URL：

http://machinoeki.exblog.jp/i22/
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ぼうさいカフェ in あたみを開催　（ 1 月16日：静岡県熱海市）

■市民からの質問に答える泉防災担当大臣 ■大臣も皆さんと一緒にゲームに参加

■破堤区域の堤内地にあって破壊された鉄筋コンクリートの
学校

■破壊された家（バルグナ川の道路沿い）
写真提供：アジア防災センター

バングラデシュのサイクロン「シドル」による被害（平成19年11月15日～16日） a本文P12～13参照

防災とボランティアのつどいを開催 （ 1 月15日～21日：東京駅丸の内口、丸ビル・新丸ビル間地下空間）

■「防災とボランティアのつどい　イン・セカンドライフ」で参加者と
対話する泉防災担当大臣

■展示のようす ■災害対応ゲーム「クロスロード」

■料理ボランティアの会（「おいしいものを食べて元気を出してくださ
い。」）による取組の紹介



新潟県災害救援ボランティア本部の活動

平成19年７月16日（月）午前10時13分に発生した新潟

県中越沖地震にともない、新潟県社会福祉協議会（以

下「県社協」という。）では、同日の午後１時30分に

県社協内に「新潟県災害救援ボランティア本部」（以

下「県ボランティア本部」という。）を立ち上げ、関

係機関・団体等と連携し、被災者の迅速な救援活動を

行うべく、いち早く県社協職員を現地に派遣し被災地

の情報収集に当たるとともに、被害の甚大な市町村

（柏崎市本所・同西山支所、刈羽村、出雲崎町）の社

協に現地災害ボランティアセンターを設置するための

支援活動に取り組みました。

また、その後は県内の市町村社協をはじめ、関東ブ

ロック都県市社協に支援要請を行い、各社協との連

携・協働の下に、現地災害ボランティアセンターの継

続的な活動支援を行ってきました。

一方、県内外からのボランティア活動等の問い合わ

せや相談に応じるため、県社協事務室内に専用電話を

設置し、その対応を行ってきたところです。

これらの活動は、地震発生から約２か月にわたり行

ってきましたが、被災者の仮設住宅への入居と相まっ

て、活動内容も緊急時の対応から被災者の生活復興に

係る生活支援活動が主体となることから、県ボランテ

ィア本部の体制も縮小するとともに、被災地の社協に

生活支援相談員を配置し、被災者の生活上の悩みや課

題等への相談・情報提供などの活動を展開し、今日に

至っています。

なお、これまでの県ボランティア本部の主な活動を

要約すると以下のとおりです。

1）被害状況の情報収集とニーズ把握および市町村現

地災害ボランティアセンターの設置支援

2）市町村現地災害ボランティアセンターとの連絡調

整および活動・資機材の支援

3）県災害対策本部および関係機関・団体等との連絡

調整・連携

4）マスコミへの情報提供（発信）と対応

5）県内外の社協等への情報提供（発信）と支援要請

および連絡調整

6）ボランティアの募集・相談・派遣および安全・健

康管理等の注意喚起

7）ボランティア活動保険加入等の支援

現地災害ボランティアセンターの動き

柏崎市（本所および西山支所）、刈羽村、出雲崎町

社協で立ち上がった災害ボランティアセンターでは、

「被災者本位」を活動の念頭に掲げ、社協、青年会議

所、NPO、ボランティア等多くの団体が運営に関わ

り、４センター開所期間中には、のべ25,000人以上の

ボランティアが県内外から駆けつけ、被災者の生活支

援や緊急物資の配布、仮設住宅への引っ越し等、のべ

5,842件の活動ニーズに対応してきました。

また、新たな取り組みとして、各センターでは新潟

県中越地震での経験を踏まえ、（社）日本建築家協会の

協力により、応急危険度判定の「要注意」や「危険」

と判定された被災家屋に対し、同協会から派遣された

建築の専門家が事前に調査を行い、安全性を確認した

上でボランティアの立ち入りを行うという仕組みをつ

くり、災害ボランティア活動の安全確保に努めました。

なお、今回の新潟県中越沖地震では、全国の多くの
方々から温かな激励とご支援を賜りました。ここに紙
面を借りて厚くお礼申し上げますとともに、今後とも
ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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特集
新潟県中越沖地震における

「新潟県災害救援ボランティア本部」等の活動
社会福祉法人　新潟県社会福祉協議会

■現地災害ボランティアセンターにおけるボランティアの受付風景 ■仮設住宅への引越しを手伝う



まちづくりは「福祉と防災のマップ」
づくりから

「春日福祉防災マップ」は、昭和58年に初版を発行

し、以降２年に１回更新し、全戸に配布している。防

災道路、避難経路、消火栓・水利の場所、避難所、防

災器材庫、交通事故多発地帯、緊急連絡先などの生活

の安全・安心情報を住民自らが調査し作成している。

また、この地図と要援護者台帳として使用している

「春日福祉台帳」を基に、独居老人、高齢者、障害者

世帯などを色分けしたものを作成し、町内会長、ボラ

ンティアの方などに携帯してもらい、日ごろは防災・

防犯・交通・保健の各委員さんと、ボランティアが一

緒に行う「防災・防犯・交通安全・健康」の各訪問な

どに、災害時には、安否の確認や避難の支援、災害ボ

ランティアセンターのために活用することとしている。

地図づくりは、いままで顔を合わさなかった者どう

しが集まり、コミュニケーションをとり、「地図を作

る。」という気持ちを一点に集中させるパワーがとて

も良い効果をもたらす。そして次の活動のステップに

もつながる。だんだん希薄になってきている地域の連

帯をもう一度呼び起こそうと思いながらやっている。

最近、個人情報保護の問題で避難支援計画の策定が

進んでいないということをよくお聞きする。「載せな

いでほしい。」という家は載せなければいい。一部が

抜けてもよい。「まず始めること」が大切である。行

政がやると難しいことも、住民が主体となってやれば

難しいことはない。

ふだんからの地道な活動が
いざという時の原動力に

日ごろは、前述した「防災訪問」などや消防署、警

察署、保健所から講師を招いて「防災・防犯・交通・

健康」をテーマとした教室、子どもから高齢者までの

交流会、趣味や筋トレ教室などさまざまな「ふれあい」

と「見守り」の場を開き、常日頃から地域全体で顔の

見える体制づくりを行っている。また、最近では、学校

の授業に交流会などを組み込んでもらい、子ども達にま

ちの仕組みを学んでもらうことにも力を入れている。

このような活動は、意識的に誰かが、ボタンをかけ

て広げていかないと、のほほんとしては何も生まれな

い。疑問を持った住民には常に説明し、理解を得なが

らやってきた。我々のふだんの生活は地味なもの、災

害だけに特化した活動だと住民にもわかりづらいので

はないだろうか、ふだんの生活のなかにしっかりとし

た素地があってこそ、災害時に役立つのである。

行政諸団体から、常にご指導をあおぎながら、地域

の住民が主体的に取り組むことが重要である。これか

らも、「お隣同士のふれあいを大切に」生活の安心・

安全につながるこころ豊かなまちづくりに努め、「継

続は力なり」をモットーに、いざというときのために

備えたい。
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防災とボランティア週間 特集

■地域で取り組んだ避難所運営訓練のようす（平成19年11月）

■避難所生活体験訓練のようす。その他
「トリアージ訓練」「図上訓練」「高齢
者にもできる訓練」など、住民が主体
的に取り組めるよう毎年内容を工夫し
ている。

特定非営利活動法人 春日住民福
祉協議会は、「自治」「福祉」「防災」
の三位一体の活動を30数年間にわた
り続けておられます。
同会会長の高瀬博章さんに、まち

づくり活動のノウハウやその「思い」
などについてお話を聞きました。

特定非営利活動法人　春日住
民福祉協議会（京都市）は
「平成19年度第３回全国防災
まちづくりフォーラム」で最
優秀賞を受賞しました。

ふれあって住民の知恵を生かした地域づくり
特定非営利活動法人

春日住民福祉協議会（京都市）
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防災とボランティア週間特集

双葉高等学校のFHJ（学校家庭クラブ活動：

Future Homemakers of Japan）は、地元の施設や団

体、地域との交流活動が浸透しています。交流してい

る地域の高齢者の方々との会話から、近頃、各地で災

害が多発し多くの尊い命が犠牲になっており、不安が

どれほど大きいものかが伝わってきたのです。

そこで、高校生が、不安を和らげる地域支援の力に

なるために、どのような取り組みをして共生活動とし

ていくのが望ましいのかを追求しました。

高齢者と同居の双校生は51％で、災害時対策をほと

んどしていません。高齢者の不安は、病気35％、自然

災害24％でした。住民の半数以上に応急手当について

の知識がなく、高齢者は、高校生との声かけ・ふれあ

いなどの地域支援活動や災害救助ネットワークを必要

としていることがわかり、「災害時に役立つ知識を深

める」「災害時対策の啓蒙活動」「地域住民との共生活

動拡大と地域支援活動」として取り組むことにしました。

まず、双葉町役場で災害時対策（防災無線・住民へ

の対応マニュアル等）について学習し、双葉高校は災

害時の避難場所なので、先生方と共に高校生が災害時

に避難住民の手助けができるシステムが必要であるこ

とを校長先生と話し合い、避難経路も確認しました。

次に、小学生から70歳代までが参加し、浪江消防署

員を講師に、心肺蘇生法、担架搬送法と三角巾使用法

の応急手当講習会を実施、災害時の飲料水・生活用水

対策を双葉地方水道事業団職員から聞き取りました。

「あなたの街が災害にあったら」のテーマでワークシ

ョップを開催し、災害時を想定したボランティアセンタ

ー立ち上げを実演、災害時の炊き出しで支給する食事と

して、おむすびをパンで包んで手が汚れず食べやすい

「ゆめむすび」を作り、高齢者や心身に障害のある人も

災害時に栄養のある食事がとれるよう工夫しました。

安否確認を望む高齢者の声が多かったので、地域の

皆さんとの信頼を基盤に、安心メッセージのハートマ

ークの色の変化で安否の確認をする活動を開始しまし

た。通学路に住む高齢者宅のカードを、高校生が下校

時に黄色マークの「お元気ですか？」にして帰り、翌

朝高齢者宅のカードが「元気ですよ。」の赤色マーク

に変わっていたら、安心というメッセージです。

また、災害時給水の工夫と備蓄水の呼びかけとして、

ペットボトル２ を５本収納できる、負担が少ない

「らくらくリュック」の工夫と製作をしました。

さらに、これから高齢社会が深刻になると、高齢者

が高齢者を救助搬送する場合や、男性が職場に行って

いる日中に高校生や女性、高齢者の方でも安全に使用

できる担架の必要性を話し合い、工夫し製作すること

にしました。布地の実験からソフトデニムを使用する

ことにし、軽量化しながら丈夫で、搬送される人の苦

痛が少なく、住居や災害の状況に応じ、抱え型とおん

ぶ型に変化できる「安心たんか」を製作しました。

地域の高齢者との救助防災訓練では、生徒の安全を

考えた上で、６人一組で学校周辺の高齢者世帯の災害

時救助活動にあたる「双高お助け隊」を編成しました。

全校生約600人を100組に編成し、現場での判断も６人

で行います。本部に緊急連絡や指示を仰ぐために行動

する生徒２人と、現場に残った生徒４人は、高齢者を

励まし応急処置の役目を担う仕組みです。毎年７月に

地域の老人会の方と生徒会・FHJ共同で、救助防災訓

練、避難訓練を実施しています。

これらの知識と工夫した担架や防災用具を活用し、

地域の高齢者との信頼関係を深めた防災訓練や学習会

を通して不安を取り去り、防災の心構えと備えを呼び

かけて意識を高め、高校生も地域を支えている１人の

人間としての自覚を持ち、共に笑顔で生きていける地

域作りをさらに確立していきます。

福島県立双葉高等学校家庭クラブ　
顧 問 荒　由利子

■「双高お助け隊」救助防災訓練のようす（平成19年7月）

■町民に担架製作講習会

高 校 生 パ ワ ー で 地 域 支 援

福島県立双葉高等学校家庭クラブは、「平成19年
防災功労者防災担当大臣表彰」を受賞しました。



国際ボランティア学生協会（IVUSA：イヴューサ）

は、1992年に国士舘大学の学生を中心に発足した｢夢

企画｣が母体となり「ラオス小学校建設」「多摩川清掃

大作戦」「北海道南西沖地震救援」「阪神・淡路大震災

救援」などの活動を展開しながら、徐々に組織化を図

り、2002年５月に特定非営利活動法人となりました。

現在、首都圏と関西の大学生を中心に、46大学約

800人が所属し、これまでの14年間でのべ２万人を超

える学生がさまざまなボランティア活動に参加してき

ました。

会員は、定期的に実施する危機管理講習（座学、実

技、救命講習）を通して災害救援や福祉活動を行うた

めに必要な知識や技能を身につけ、地域住民や企業な

どと連携しながら国際協力・環境保護・福祉・災害救

援などの活動に取り組んでいます。

災害が発生すると、翌日から数日中に先遣隊（５名程

度）を派遣します。先遣隊は、被災地の状況、ニーズな

どを調査し、活動を実施するかしないか、場所、人数、

資機材などを判断し、本部とも調整を図りながらチーム

を組み救援活動などを行います。これら先遣隊や現地の

リーダーは“現場力”を身につけた上級生が担います。

新潟県中越地震時には、被災した旧中里村職員の

OB会員から救援要請を受け、村のボランティアセン

ターの開設から、避難所運営支援、長期にわたる復興

支援活動などを行いました。

昨年９月の東北地方での大雨による被害では、３日

間でのべ80名の学生が、浸水した家屋の土砂を取り除

く作業などを行いました。ほとんどの会員は大学で授

業があるため、週末を利用し短期集中で作業にあたり

ました。

災害によってそれぞれ支援方法は変わってきます。

私たちは、被災地の状況・ニーズに応じた活動をバラ

ンス良く行うように心がけ、若い力を活かした支援活

動はもちろんのこと、我々とのコミュニケーションを

通して精神的にも被災者の方々が復旧・復興に向かっ

て歩み出すための後押しができるような活動を、これ

からも展開していきたいと考えています。

大久保：大学に入学した時に、IVUSAが勧誘にきていて、い
ろいろ新しいことが経験できそうだなと思い、入りました。

印象深い出来事は、新潟県中越沖地震のとき、避難所に毎日

救援物資を受け取りに来ていたおじいさんがいました。ご家族

が怪我をされていたこともあり、元気がなく「物をもらいに来

るのは恥ずかしい」と言ったりしていました。私はできるだけ

笑顔で声をかけるようにしていました。おじいさんは、次第に

私たちに打ち解けてくれて、お別れのときには笑顔で、「一緒

に写真を撮ろう。」と言ってくれました。うれしかったですね。

そんな人との出会いや感動的な体験をいくつも経験する

ことができ、この４年間の活動で人間的にも成長できたと

思います。

ボランティア活動をどうしようかなと思いとどまっている

人は小さなことでもいいから始めてほしいですね。そして私

たちのメンバーも1,000人、2,000人と増えて、多くの人に活

動を認めてもらえるとうれしいです。

星野：日頃から、困っている人がいたら何かしてあげたいと
いう気持ちでIVUSAに入りました。活動を通じていろいろな

人との出会いがあり、交流の輪がどんどん広がっていくのが

とてもうれしいです。３年前の新潟県中越地震で出会った人

たちとは、今でも写真や手紙のやりとりを続け、合宿を当地

で行い、仮設住宅の雪処理のお手伝いや地元の人たちと交流

会を開催するなど、活動を継続しています。

私たちの活動の約束事として、個々人は自律したボランテ

ィア活動能力をもつ必要があり、「被災地に入る勇気」と被災

地にニーズがなければ「引く勇気」が何よりも重要だと感じ

ています。これは、IVUSAの危機管理講習や、現地に向かう

バスの中などでも参加者に徹底しています。

これからのボランティアは社会を変えていける大きなツー

ルになると思っています。一緒に追求できる仲間がもっと増

え、ボランティアが社会に根付いてくれればいいですね。
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防災とボランティア週間 特集

若 者 の 汗 と 元 気 を 被 災 地 へ！
特定非営利活動法人

国際ボランティア学生協会

■浸水した家屋から土砂を運び出す作業のようす
（平成19年９月秋雨前線による大雨の被害、北秋田市）

副学生代表　大久保果菜さん（大学４年生）と副学生代表
星野倫さん（大学３年生）に、活動のきっかけや、心に残
ったエピソードなどをお聞きしました。
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能登半島地震への支援

2007年３月25日に能登半島地震の発生を受け、コマ

ツでは義援金を含む災害復興支援に協力しました。会

社からの義援金に加え、社員からのマッチングギフト

や後述の社員によるボランティアなど、活動の輪はグ

ループ全体に広がりました。また、仮設住宅で暮らす

住民の皆さんの心の健康維持に役立てていただけるよ

うに、穴水町、輪島市それぞれに「心のケアハウス」

を無償貸与しました。この施設では保健師による健康

面、精神面へのケアサポートが行われています。

社員のボランティア活動

粟津工場と小松工場では４月３日～13日に社員から

ボランティア参加希望者を募って被災地の門前町に派

遣し、のべ約300名が現地の復旧支援活動に協力しま

した。現地では、倒壊した建物や家具等の瓦礫の片付

け、ボランティア要員の送迎、炊き出しの提供などを

行いました。倒壊した民家の方々は高齢者が多く、不

用物を出すのも苦労されていました。

今回の支援活動から、ふだん起きないような事が起

こる事を想定した模擬訓練、起きた時の対処の仕方、

必要最低限の備品の準備の必要性を感じました。

長岡市山古志診療所

2004年の新潟県中越地震では、長岡市山古志地区の

診療所が使用できなくなったため、新潟県・山古志村

から仮設診療所の設置を要望され、プレハブハウスを

無償貸与しました。利用者は高齢の方が多いため、出

入口にスロープや手すりを設置し、建物内の継ぎ目を

明るい内装で覆うなど、実際の診療所の雰囲気に近づ

けています。また、医療用ベッドや机、冷蔵庫などの

設備も支援しました。他に新潟県庁舎脇の支援物資倉

庫・ヘリポート脇の倉庫、長岡地域振興局会議室とし

てもプレハブハウスを無償貸与しました。

柏崎市半田保育園

2007年の新潟県中越沖地震の影響により、柏崎市で

最も大きな保育園である「柏崎市立半田保育園」は、

倒壊・半壊は免れましたが、改修工事が必要であった

ため、工事期間中の仮設園舎としてプレハブハウスを

無償貸与しました。仮設園舎は半田市の公園（半田児

童遊園）内に建てられ、非常に短い工期の中、園児が

日常生活を行う上で怪我のないよう、楽しく過ごせる

ように工夫を凝らしました。

仮設園舎にてクリスマス会・お誕生会・お遊戯会な

どを行い、現在も安全な保育が続いています。

地域の皆さんとともに

被災地で必要とされるサポートは、被害の内容や場

所、時間の経過によって変化します。

私たちはこれからも、地域の受け入れ状況を常に考

慮しながら、ハードとソフトの両面から、被災地域の

復興支援に役立っていきたいと考えています。

■瓦礫を片付ける社員ボランティア

コマツでは建設機械メーカーとして、自然災害発生の際に、オペレータの派遣を含めた建機の無償貸与を行
うとともに、義援金等、その他の支援も行っています。支援にあたって、まず県や市の災害対策本部からの要
請に基づき、それぞれの被災地で「いま、現地では何が必要とされているか、そのうえでコマツが協力できる
ことは何か」を最優先に考え支援内容を決定しています。また、プレハブハウスやユニットハウスを製造・販
売するグループ会社より、仮設建物の無償貸与も行いました。

コ マ ツ の 災 害 復 興 支 援 活 動

■仮設園舎：ボールがあたっても蛍光灯が破損しないよう、安全カバ
ーを取り付けてあります

防災とボランティア週間特集
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昨年12月20日に、本格的な降積雪期を迎えるにあた

り、雪害による「犠牲者ゼロ」に向けた対策の徹底を

図るなど、除雪中の事故防止対策等の徹底を早急に図

るため、中央防災会議会長（内閣総理大臣）より指定

行政機関の長、指定公共機関の代表者および道府県防

災会議会長あてに、「降積雪期における防災態勢の強

化について」を通知しました。

この通知では、高齢者が無理をすることなく除雪で

きる体制の整備や、地元ニーズをより一層踏まえた除

雪等の支援、克雪住宅の整備促進等、除雪中の事故防

止対策の徹底に早急に取り組むこと。併せて、これま

でのとおり、危険箇所の巡視・点検の実施、気象等情

報の収集・伝達、警戒態勢の強化等に万全を期すとと

もに、高齢者・障害者等の災害時要援護者に十分に配

慮し、特に災害時要援護者関連施設に対しては、平常

時、緊急時とも適切な情報提供を行い、警戒避難体制

等の防災体制の整備に努めるよう求めています。

第５回火山都市国際会議島原大会が、昨年11月
19日から23日にかけて長崎県島原市において、内
閣府などの後援のもと、開催されました。
火山都市国際会議は、火山災害の軽減を目指し、
ほぼ２年おきに開催されていますが、この島原大
会は、アジアで初めての開催となりました。
31か国・地域から約600名の研究者などが、最先端
の火山研究の成果を発表しました。また、市民向け
フォーラムや多彩な交流イベントに市民約2,100名が
参加し、雲仙普賢岳噴火災害の教訓を伝え、『火山と
共生するまちづくり』を世界にアピールしました。

2007年11月～12月にかけ、海外ではアジア各地で台

風災害や洪水などが発生しています。

11月15日には、バングラデシュ人民共和国南部パタ

ルガタ付近に上陸した大型サイクロン「シドル」がバ

ングラデシュを縦断し、甚大な被害をもたらしました

（詳細は、P12～13参照）。

わが国政府は11月19日、バングラデシュ国政府に対し、

約3,500万円相当の緊急援助物資（テント、プラスチッ

クシート、毛布、簡易水槽、浄水器、ポリタンク、発電

機、スリーピングマット）の供与を決定しました。

また、11月22日には、国連世界食糧計画（WFP）、国

連児童基金（UNICEF）および世界保健機関（WHO）

を通じ、総額約４億2,600万円（約367万ドル）の緊急無

償資金協力を実施することを決定しました。

12月20日以降、スリランカ民主社会主義共和国で、

北東モンスーンによる豪雨が続き、東部州、北部州、北

中部州を中心に洪水被害が発生し、全壊家屋327棟、損

壊3,597棟、約20万名が避難しました（12月26日現在）。

わが国政府は12月27日、スリランカ国政府に対し、

約1,400万円相当の緊急援助物資（テント、ポリタン

ク等）を供与することを決定しました。28日には、同

国コロンボ市において緊急援助物資の引渡し式が行わ

れました。今回供与された物資は、順次被災地に輸送

され、被災者のもとに届けられる予定です。

「降積雪期における防災態勢の
強化について」を通知

第5回火山都市国際会議
島原大会開催される

昨年12月末から、日本列島は強い冬型の気圧
配置となり、日本海側では山沿いを中心に大雪
となり、１月に入って北海道から東北・北陸に
かけて、降雪が続いています。

■開会式のようす　　　　　　　　 写真提供：島原市
→P18～19「1990～1995年雲仙普賢岳噴火」参照

■引渡し式のようす（中央：井上大使、中央右：ミア次官）

■トラックに積載される緊急援助物資　　　　写真提供：JICA

Disaeter Report

DR

Disaster Report

バングラデシュのサイクロン災害

スリランカの豪雨災害

Column
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平成18年豪雪による被害

平成17年12月上旬から降り出した雪は、日本各地で

年間の最大積雪深の記録を更新するとともに、全国で

死者152名、負傷者2,145名（消防庁発表）の人的被害

を発生させました。山形県でも軽傷者を含めた人的被

害は283名にのぼり、県が統計を取り始めた昭和50年

以降で最多となり、全国でも北海道、新潟県についで

３番目に多い被害となりました。

山形県における被害発生の原因をみると、屋根から

の転落事故が182人で全体の約64％を占め、年代別に

みると65歳以上の高齢者が121人で全体の約43％を占

めていました。

このような状況を踏まえ、山形県では新たな雪対策

に取組むこととしました。

山 形 県 の 対 応

◆屋根からの転落事故防止に向けた注意喚起

これまでの冬期間における注意喚起は、県内全域を

対象として一般的な注意を促すもので、雪下ろし作業

者に対して危険性を再認識させるだけの内容ではあり

ませんでした。

県では、屋根からの転落事故を防止するためにはタ

イムリーな注意喚起が必要と考え、「注意喚起のタイミ

ング」と「雪下ろしの危険性」の二つの要素について、

過去の転落事故発生時の気象条件や屋根から雪が滑り

落ちやすくなる条件を研究し、地域ごとに「雪下ろ

し・落雪事故防止注意喚起情報」を提供する基準（①

積雪深②過去10日の降雪量③最高気温）を定めました。

基準に達した場合、概ね５～７日間程度の期間を設定し、

県のホームページや

報道機関を通じて注

意喚起情報を提供し

ていく事としました。

また、安全な雪下

ろしのポイントをま

とめたミニブック

「安全な雪下ろしガイ

ド」を広く県民に配

布し、注意喚起を図

っていくこととして

います。

◆高齢者等の除排雪を支援する仕組みづくり

平成18年豪雪のような大雪時には、高齢者個人の能

力を超えた量の降雪となり、さらに地域全体が大雪に

見舞われ近隣に雪処理の担い手が見つからなかった

り、後回しになったりする状況が発生したため、無理

した結果が高齢者被害の拡大に繋がりました。家屋や

家屋周辺の雪処理は居住者またはその近親者などで行

うことが原則ですが、高齢化が進むなか、平時から大

雪を想定した地域住民による支援のための仕組みづく

りの必要性が高くなっています。

県では地域における高齢者等の除排雪支援の仕組み

づくりを促進するため、除排雪支援体制のあり方を示

すとともに、社会福祉協議会等が除排雪支援を行うボ

ランティア団体や地域に貸し出す小型除雪機を購入す

る場合に補助する制度として「地域スノーバスターズ

支援事業」を新たに創設しました。

新たな雪対策を目指して

山形県では平成６年に策定した計画を見直し、平成

18年３月に、新しい「山形県雪対策基本計画」を策定

しました。

積もった雪をどうするかという「克雪」や雪をプラス

に活用する「利雪・親雪」といったこれまでの視点に加

え、新しい計画では、「雪が積もらないように」、すなわ

ち「雪のマイナス面をいかにゼロに近づけるか」という

新たな視点から雪対策を進めることとしています。

本県は松岡俊三代議士の雪害救済運動などの先人の

活躍により「雪害施策発祥の地」として評価を受けて

いることから、今後も常に新しい視点で雪を捉えた雪

対策を創出していきたいと考えております。
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平成18年豪雪を教訓にして
山形県総務部改革推進室政策企画課地域政策班
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住民への情報伝達体制の整備

災害時は、迅速かつ的確な情報伝達が重要です。既

存の同報無線やオフトーク通信はこれまで同様利用し

ながら、コミュニティＦＭ放送を活用した緊急告知Ｆ

Ｍラジオを町内会長、民生委員、災害時要援護者に配

布。また、NPOによる携帯電話メールの配信、孤立

集落対策に衛星携帯電話配備など、災害時における複

数の情報伝達手段を整備しています。

また、新潟県中越地震の時には、長岡市の災害対策

本部会議を地元のケーブルテレビで生中継しました。

災害対策本部会議をガラス張りにしたことには功罪が

あり、混乱を引き起こす恐れのあるような微妙な問題

は議論しにくくなる面もあります。しかし、情報を公

開することで、市民が行政を信頼してもらうという面

では大変役に立ちました。報道関係者からも、災害対

策本部が今、何を目標に努力しているか、何を被災者

に伝えたがっているかを理解してもらいやすくなり、

このメリットは大きいと考えています。

救援物資は受け付けない

全国から大量の物資が送られてきましたが、被災地

のニーズや支援に必ずしも結びついていない実態があ

ります。善意が空回りしている実態を、被災地から全

国に発信する必要があると思い、地域防災計画に明記

しました。これは、全国へ実情を情報発信し問題提起

をする狙いがあり、すでに当市では災害協定に基づく

民間流通在庫へ全面的にシフトしています。

地 域 防 災 力 の 強 化

災害時には、個人やコミュニティの力をどれだけ引き

出せるか、そして、その仕組みを日ごろからいかに用意

できるかということが、防災・減災の大きな鍵です。防

災や安全に関する専門的な知識・技能と意欲を持った人

材を養成し、「中越市民防災安全士」としてコミュニティ

のネットワークに組み込むことで地域防災力を高めてい

きます。地域コミュニティにおいて、「中越市民防災安

全士」を中心に安全・安心ネットワークが構築され、防犯、

交通安全、教育、福祉などの日常的な活動が活発に展開

されることで、いざ災害というときに大きな力を発揮す

る態勢ができ上がります。これまで101人が誕生してお

り、今後も毎年50人、10年で500人を養成していきます。

この他にも、避難所となる学校施設の耐震化および

体育館の洋式トイレ、電話、ケーブルテレビ配線の整

備や、木造住宅の耐震補強実験などさまざまな取組み

を行っています。

前 よ り 前 へ

昨年を振り返ると、３月に能登半島地震の被災地を支

援し、７月の新潟県中越沖地震では市内の復旧と平行

し、隣接の市町村に家屋の被害調査など職員派遣を行

いました。かねてから訴えてきた被災者生活再建支援法

の改正という嬉しいニュースもあり、これまで我々が行

ってきた一つひとつの取組みが迅速な災害対応や法改正

に結びついた年であったと考えています。

当市は大災害を経験した都市です。だからこそ、今

後も災害の教訓を生かした取組みを実践し全国に発信

していきます。それが全国からいただいた支援に対す

る恩返しであると思います。昨年末、仮設住宅がゼロ

になり、全村避難した山古志住民もようやく帰村が実

現しました。長岡市のスローガン「前より前へ」を合

言葉に、創造的復興をめざしこれからも力強く前進し

たいと思います。関係各位には、今後も変わらぬご支

援ご声援をお願いいたします。
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長岡市は、水害、地震と立て続けに大災害に見舞わ
れ甚大な被害を受けましたが、ここにきて、ようやく
インフラ整備が終わり本格的な復興に向けて歩み始め
たところです。今日まで当市をあたたかく支えていた
だいた国、県、関係機関など全国の皆様に対し、この
場を借りて心から感謝の意を表する次第です。
長岡市では、現在、災害の教訓を生かし「日本一災
害に強い都市づくり」をめざし防災体制の強化に取組
んでおり、その内容を紹介します。

■震災復興祈願花火「フェニックス」（平成19年８月２・３日）

日本一災害に強い都
ま

市
ち

づくりをめざして
長岡市長　　森　民夫

－コミュニティの力を最大限に生かす
「中越市民防災安全士」の養成－
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サイクロンおよび被害の概況について
サイクロン「シドル」は、11月11日にベンガル湾で

発生し、最低気圧944hPa、最大風速時速250km（秒

速69m）の勢力で、15日18時30分頃、バングラデシュ

南部パタルガタ付近に上陸、同国を縦断し、16日に消

滅しました。

このサイクロンにより、バングラデシュ南部の沿岸

部を中心に、死者3,295名、行方不明者871名、被災者

約870万人、被災家屋は全壊約56万棟、半壊約94万棟

の大きな被害が発生しました（バングラデシュ政府発

表。12月４日現在）。

バングラデシュは、国土の50％以上が海抜７ｍ以下、

80％が三大河川（ガンジス河、ブラマプトラ河、メグ

ナ河）の氾濫原であり、台地は８％、丘陵地は12％、

最高標高は900ｍです。1970年には30万人、1991年に

は14万人の死者を出すなど、これまでにもサイクロン

被害を受けており、特に1991年以降に、国際的な支援

を受けながらサイクロンシェルターの建設、早期警戒

システムの整備、河川堤防の整備などの防災対策が進

められてきました。

サイクロン「シドル」が1970年のサイクロンの上陸

地点に近いバルグナ県南部沿岸部に上陸したことか

ら、今回の調査では、これまでのサイクロン被害とも

対比しながら、早期警戒体制（事前警報の発出やコミ

ュニティへの情報伝達など）、地域住民の避難状況、

サイクロンシェルターの有効性、復興に向けた被災地

のニーズ・課題などの視点により調査を行いました。

調 査 結 果 の 概 要
１．早期警戒体制

1991年のサイクロン被害（死者14万人）を踏まえ、

政府や赤新月社により警報プログラムが整備されてお

り、バングラデシュ気象庁が出した警報は中央政府か

ら市町村レベル、さらに住民レベルにまで伝達されま

した。

行方不明者の大半は出漁中の漁師でした。漁船には

警報を受信する無線が未搭載であったり、壊れている

場合が多く見られました。

２．地域住民の避難状況

警報はサイクロン来襲の３日前から、さらに当日の

午後にも伝達されていましたが、風が強くなってから

避難した住民がほとんどでした。

避難プログラムでは、避難前に食糧や貴重品を自宅

に埋めた壺に保管するとしていますが、その余裕もな

く避難した住民が多く見られました。

2007年11月15日夜、バングラデシュ南部に上陸した大
型サイクロン「シドル（SIDR）」は、死者・行方不明者
4,000人以上、被災者800万人以上という大きな被害をも
たらしました。アジア防災センター（ADRC）では、11
月27日～12月３日の間、緊急現地調査を実施しました。

バングラデシュにおけるサイクロン災害現地調査報告
アジア防災センター　所長 鈴木弘二、研究部参事（兼 IRP復興専門官）村田昌彦、主任研究員 渡部弘之

図２ 1970年（30万人死亡）、1991年（14万人死亡）
および2007年のサイクロンの経路

図１　サイクロン「シドル（SIDR）」の経路図
出典：国際連合人道問題調整事務所（Office for Coordination of

Humanitarian Affairs：OCHA）ReliefWeb
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畜産農家にとっては家畜が唯一の収入源であり、家

畜を置いたまま避難することを断念した住民も見られ

ました。

また、サイクロンに見舞われる直前の2007年９月に

インドネシアで発生した地震により出された津波警報

を受けてシェルターに避難したものの、被害を及ぼす

ような津波は発生せず、しかも自宅に戻ると家財や家

畜を奪われたケースもありました。今回のサイクロン

では、警報に従わなかったり、家財や家畜を盗難から

守るために避難しなかった住民も見られました。

３．サイクロンシェルター、堤防、植林の有効性

1991年のサイクロン被害を受け、沿岸部を中心に住

民避難用のサイクロンシェルターが約2,000か所設置

されていますが、絶対数が不足していました。今回調

査したシェルターは500人収容の設計のところ、実際

には約2,000人が避難していました。シェルターでは、

立ったままの状態で一夜を過ごさざるをえなかったも

のの、それでも避難した人は助かっています。

シェルターが、７kmほど離れた所にあるバルグナ

郡ポタカリ村では避難が遅れ、村人の多くが３ｍ程度

の波に流されましたが、ほとんどの住民が樹木につか

まるなどして助かりました。

海岸沿いに土盛りの堤防（高さ５～６ｍ程度）が設置

されており、これによる高潮の抑止効果もありましたが、

一部では堤防が決壊して大被害をもたらしました。

1970年のサイクロン被害を受けて、沿岸部において

植林が行われており、これらの樹林帯は高潮や暴風を

防ぐ効果を発揮しました。

1970年に死者30万人をもたらしたサイクロンに比べ

て、今回のサイクロンの方が勢力が大きかったにもか

かわらず、死者数は大幅に減少しています。このこと

は、シェルターや堤防の設置、警報・避難プログラム

などの事前の災害予防対策が、大きな効果を挙げてい

るものと考えられます。

復興（今後の災害予防含む）に向けた課題とニーズについて
今後の課題と復興に向けた地元ニーズとして、次の

ような点が挙げられます。

早期警戒情報が各市町村の末端まで伝達されていな

がら、住民の避難行動は必ずしも迅速でなかったこと

から、警報の重要性のさらなる普及啓発が必要です。

サイクロンシェルターの絶対数が不足しており、さ

らなる設置が必要です。また、家畜を飼っている住民

が安心して避難できるよう、シェルターの近くに家畜

を避難させるための小高い丘「キッラ」を設置するこ

とが望まれます。

壊れた堤防や道路を早期に修復するとともに、被災

者の生活を支えるため、復興事業において被災者を雇

用したり、復興資金を提供し、被災者の自立復興を支

援するなどが必要です。

住宅については、多数の家屋が浸水や倒壊している

中で、倒壊せずに残っている家屋も見られ、サイクロ

ンに強い住宅づくりを検証する余地があります。また、

樹林帯が防災機能を発揮したことが確認されたので、

地域の気候や土壌にあった樹種により、さらなる植林

が必要です。

今回の調査ではこれまでの防災対策としてのサイク

ロンシェルターの建設、早期警戒システムの整備等の

有効性を確認できただけに、今後は被災者の自立復興

支援やその土地の特性に応じたさらなる防災強化へ向

けての対策が必要となります。

■サイクロンにより倒壊せずに残った住宅（土台がピロティ式）

■サイクロンにより倒壊せずに残った住宅（土台に盛土の例）

■サイクロンシェルター（Badurtala 村）：収容人員500人のと
ころピーク時は約2,000人が避難した
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被災者生活再建支援制度とは

被災者生活再建支援法は、平成７年に発生した阪

神・淡路大震災を契機として、平成10年５月に議員立

法により制定されました。被災者生活再建支援制度

（以下、「支援制度」といいます。）は、同法に基づき、

自然災害により、住宅が全壊する等、生活基盤に著し

い被害を受けた被災者に対し、都道府県が相互扶助の

観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援

金（以下、「支援金」といいます。）を支給するととも

に、国が基金に対してその費用の一部を補助する制度

です。

当初は、生活必需品の購入等に要する経費（生活関

係経費）として最高100万円を支給する制度として創

設されました。また、その後、平成16年には法改正が

行われ、新たに「居住安定支援制度」が創設されまし

た。これにより、被災した住宅の解体、撤去及び整地

に要する費用、新たな住宅取得のための借入金等の利

息や居住のための借家の家賃等を対象に、最高200万

円の支給が追加されることとなり、生活関係経費と併

せて最高300万円の支援金が支給されることとなりま

した。

法改正の経緯及び趣旨

平成16年の法改正に際しては、衆議院災害対策特別

委員会及び参議院災害対策特別委員会で附帯決議がな

されました。同決議においては、「居住安定支援制度

等の充実を図るため、本法の施行後４年を目途として、

制度の施行状況等を勘案し、制度の見直しを行うなど

の総合的な検討を加えること」とされました。

政府としては、この附帯決議を踏まえ、平成19年３

月に「被災者生活再建支援制度に関する検討会（座

長：伊藤滋　早稲田大学特命教授）」を設置し、支援

制度の見直しに向けて議論を進めました。７月には

「被災者生活再建支援制度見直しの方向性について－

被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告－」

がとりまとめられました。この中間報告においては、

支援制度の使い勝手の悪さや支給要件の複雑さなどが

指摘され、その結果、居住関係経費の支給率が３割に

も満たず、被災住宅の再建を初めとする被災地の速や

かな復興が必ずしも十分になされているとは言いがた

い状況にあることが明らかになりました。

一方では、平成19年に入っても、３月25日に能登半

島地震が、７月16日には新潟県中越沖地震が発生する

など、自然災害によって多くの方々が住宅を失うなど

の被害を受け、被災者の生活再建と被災地の復興への

支援に対する関心が高まりました。

このような状況のもと、国会においても、立法府の

責務として思い切った制度改善を早急に行い、被災者

の居住の安定の確保による生活再建等に向けた一層の

支援を図る必要があるとの認識が広がり、与野党にお

いて活発な議論がなされました。11月８日には、自由

民主党、公明党、民主党より「被災者生活再建支援法

の一部を改正する法律（以下「改正法」といいます。）」

が提出され、11月９日に参議院、衆議院ともに全会一

致で成立しました。

改正された支援制度の概要

・支援金の支給方法等の変更：旧制度では、支援の対

象となる経費が細かく定められており、そのような経

費に対してのみ支援金が支給されました（実費積み上

げ支給方式）。また、複雑な支給要件が設けられてお

り、例えば、被災住宅の解体撤去費については、原則

として被災した土地で住宅を再建する場合に対象経費

として支給される（自己都合により移転する場合は対

象外になる）などといった取扱いとなっていました。

居住関係経費の支給率が３割に満たない（最高200

万円受給可能な世帯であっても、支給要件等により60

万円程度しか受給していない）など、制度が十分に活

用されていないことについては、このような複雑な支

給方法や支給要件がその大きな要因であるとする指摘

がありました。また、被災世帯の申請手続や被災地方

公共団体の受付事務等が煩雑になるなど、災害という

非常時における制度としては適切でないといった指摘

もありました。

新制度では、このような指摘などを踏まえ、支給方

法について使途を限定しない定額渡し切り支給方式に

改められるとともに、複雑な支給要件も多くが撤廃さ

れ、簡素化されました。

・年収・年齢要件の撤廃：旧制度では、支援対象とな

る被災世帯について、世帯主の年齢や世帯員全員の収

入合計額などを基準とした要件を設けていました。し
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防災の動き防災の動き

被災者生活再建支援法の改正について
自然災害により住宅に著しい被害を受けられた方々

の生活の再建を支援し、もって住民の方々の生活の安

定と被災地の速やかな復興に資するため、被災者生活

再建支援法が改正されました。
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防災の動き防災の動き

かしながら、被災世帯間の不公平感を是正するため、

これらの年収・年齢要件は撤廃され、すべての被災世

帯が年収・年齢に関係なく支援対象とされました。

・対象世帯の拡大：地震により地盤の液状化や地すべ

りなどが発生した場合においては、住宅の被害は軽微

であっても、その敷地に被害が生じ、引き続きその住

宅に居住することができないケースが発生しました。

しかしながら、旧制度は、住宅が全壊した世帯や住宅

が半壊しやむを得ず解体する世帯を対象とするなど、

敷地の被害については十分に考慮できていない面があ

りました。そこで、敷地に被害が生じたことにより住

宅を解体せざるを得ない世帯については、新たに支援

対象とされました。

・対象自然災害の拡大：旧制度は、支援対象となる自

然災害について、市町村または都道府県単位で一定数

以上の被害（災害救助法が適用される災害と同規模、

市町村で全壊10世帯以上、都道府県で全壊100世帯以

上）が発生した自然災害に加え、これらの地方公共団

体の区域に隣接し全壊５世帯以上の被害が発生した市

町村（人口10万未満に限る）の自然災害も対象として

いました。しかしながら、この場合、前述のような地

方公共団体に隣接していない市町村は、全壊５世帯以

上の被害が発生した場合であっても支援対象とならな

いという不均衡が生じる可能性がありました。

そこで、新制度では、市町村で一定数以上の被害

（災害救助法が適用される災害と同規模、市町村で全

壊10世帯以上）が発生した自然災害で、同一都道府県

内において、全壊５世帯以上の被害が発生した市町村

（人口10万未満に限る）の自然災害については、新た

に支援対象とされました。

・新制度の適用等：新制度は、改正法の公布日（平成

19年11月16日）以後に生じた自然災害について適用し、

公布日以前に発生した自然災害については旧制度によ

るものとされました。

ただし、平成19年能登半島地震、平成19年新潟県中

越沖地震、平成19年台風第11号及び前線による大雨災

害、平成19年台風第12号災害の特定４災害については、

特例として新制度による申請方法が適用されることと

なりました。

また、改正法にあわせて関係政令や内閣府令も改正

されており、新制度は平成19年12月14日より施行され

ています。

関連資料は次のURLでご覧になれます。
改正法令関係：

被災者生活再建支援制度に関する検討会：

http://www.bousai.go.jp/hou/shiensya/

http://www.bousai.go.jp/hou/kentou/

被災者生活再建支援制度の改正概要 

旧制度 新制度 

使途を限定した上で、必要額を 
積み上げ方式で支給 

●原則年収500万円以下が対象 
　ただし、世帯主が45歳以上の世帯に 
　ついては、 700万円以下。 世帯主が 
　60歳以上の世帯又は要援護者世帯に 
　ついては、800万円以下。 
●非持家世帯の支給額は減額（1/2） 

　県外に移住した場合は減額（1/2） 

　住宅建物本体の被害程度に 
　応じて支給 
　・全壊 
　・大規模半壊 
　・半壊でやむを得ず解体 

①災害救助法が適用される災害と同規 
　模の自然災害が発生した市町村 
②自然災害により全壊10世帯以上の被 
　害が発生した市町村 
③上記市町村に隣接する市町村で全壊 
　５世帯以上の被害が発生した市町村 
 （人口10万未満のものに限る）  　等 

住宅の再建の態様等に応じて定額 

（渡し切り）方式で支給 

●全　壊　　　最大300万円 
 
　　生活関係経費　最大100万円 
　　居住関係経費　最大200万円 
 
●大規模半壊　最大100万円 
 
　　居住関係経費　最大100万円 

　以下の①と②の合計額（定額） 
①基礎支援金 
　  全壊　100万円 
　（大規模半壊は50万円） 

②加算支援金 
　  住宅を建設・購入する世帯 200万円 
　  住宅を補修する世帯　　　 100万円 
　  住宅を賃借する世帯　　　   50万円 
 

●年収・年齢要件を撤廃 

 

 

●住宅の所有・非所有の区分、県内・ 

　県外の区分による差を撤廃 

住宅建物本体の被害程度にかかわら 

ず住宅の敷地の被害により住宅の解 

体に至った世帯を支援対象に追加 

①②の市町村を包括する都道府県内 

の市町村（人口10万未満のものに限 

る）で、全壊5世帯以上の被害が発生 

した市町村を対象として追加 

支
給
方
式 

年
収
・
年
齢
要
件 

対
象
世
帯 

対
象
災
害 

改正された被災者生活再建支援制度の概要 
1．制度の対象となる自然災害 

2．制度の対象となる被災世帯 

3．支援金の支給額 
 

4．支援金の支給申請 

5．基金と国の補助  
○　国の指定を受けた被災者生活再建支援法人（財団法人都道府県会館）が、都道府県が 
　　相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支給。（基金の拠出額：600億円） 
○　基金が支給する支援金の1／2に相当する額を国が補助。 

（申請窓口）　　　　市町村 
（申請時の添付書面）① 基礎支援金：　り災証明書、住民票　　　等 
　　　　　　　　　　② 加算支援金：　契約書（住宅の購入、賃借等）　　等 
（申請期間）　　　　① 基礎支援金：　災害発生日から13月以内 
　　　　　　　　　　② 加算支援金：　災害発生日から37月以内 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる 
　（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の3／4の額） 　 
　①　住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

　 
 
 
　②　住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

　 
 
 
　　※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200（又は100）万円 

上記の自然災害により 
　①　住宅が「全壊」した世帯 
　②　住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 
　③　災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 
　④　住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

①　災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村 
②　10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 
③　100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 
④　①又は②の市町村を含む都道府県で、 
　　　　　５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口10万人未満に限る） 
⑤　①～③の区域に隣接し、 
　　　　　５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口10万人未満に限る） 

住宅の 
被害程度 

支給額 

住宅の 
再建方法 

支給額 

建設・購入  

200万円 

補　修  

100万円 

賃借 
（公営住宅以外） 

50万円 

全壊 
（2．①に該当） 

100万円 

解体 
（2．②に該当） 

100万円 

長期避難 
（2．③に該当） 

100万円 

大規模半壊 
（2．④に該当） 

50万円 
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防災の動き防災の動き

政府では、国民一人ひとりが防災意識を高め、日

頃から具体的な「備え」を実践していくことで、安

心して生活できる社会をつくっていこうとする「災

害被害を軽減する国民運動」を展開しています。

本シンポジウムは、その取組のひとつとして、さ

まざまな分野で活躍する方々に減災のための活動事

例を紹介していただき、自助・共助の観点から、い

つ起こるかわからない自然災害に備えて日頃から取

り組んでいくべきことを皆さまと一緒に考える機会

として開催したものです。

当日は「近年の災害に学ぶ」と題した講演と「地

域の防災力をどう高めていくのか～実践例の報告を

もとに」と題したパネルディスカッションが行われ

ました。その後は、会場の参加者に「しつもんカー

ド」を記入していただき、その質問をパネリストか

ら回答しました。「緊急地震速報はどのように使え

ばいいのか」「地域住民の防災意識を高めていくに

はどうすべきか」など活発な意見が交わされました。

このような取組に参加することを「きっかけ」と

して一人ひとりが減災について考え、行動することに

より、地域の防災力が高まっていくことを期待して

います。

当日のようすは下記ホームページでご覧いただけます。

―地域の防災力を高めるために―

「過去の災害に学ぶシンポジウム」を開催！

─パネルディスカッションのまとめ─

地域の防災力を高めていくためには、住民一人ひとりの防

災意識の高まりが重要。

災害や防災・減災についての知識をわかりやすく伝えるこ

とや、住民が減災活動に気軽に楽しく参加できるさまざまな

機会を作っていくことが防災意識の向上につながる。

■同時に開催された人形劇「稲むらの火」のようす

■パネルディスカッションに耳を傾ける参加者のようす

■専門家と気軽に話しあった「ぼうさいしゃべり場」のようす

■実際にさまざまなガラスの割り比べをする「ガラス破壊実験」のようす

http://www.bousai.go.jp/fair2007/kanagawa/

平成19年12月 9 日（日）、横浜市開港記念会館において、

内閣府は、「2007防災フェア in KANAGAWA」実行委員会と

共催で「過去の災害に学ぶシンポジウム」を開催しました。
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防災の動き防災の動き

国連国際防災戦略（UN/ISDR）兵庫事務所を開設

○国連職員を目指したきっかけは

松岡：小学校の頃から国際的な

仕事に憧れていたのですが、大

学時代ワシントンに留学し国際

政治学を学んでいた頃に具体的

に考えはじめ、国連本部のあるニューヨークの大学院で

勉強している頃にその気持ちに確信を持ちました。

○国連の防災分野に携わるに至ったきっかけは

松岡：2004年４月にUN/ISDR事務局本部（ジュネーブ）

のWCDRプロセス担当ユニットのポストに就き、2005年

１月に神戸市で開催されたWCDRの準備プロセスに従事

しました。それまでは、国際人権・人道分野に携わって

いました。WCDRの内容に関する企画、政府間交渉プロ

セス、会議運営などWCDRに関するあらゆる業務をこな

しました。

会議開催の数週間前にインド洋大津波・地震が起こった

こともあり、国際的な関心も非常に高まりました。WCDR

で採択された包括的な防災政策の枠組である「兵庫行動枠

組」の実施を中心に、WCDR後.、国際防災分野は大きく前

進しています。そのような時期に防災分野に携わることが

できたことは、非常に貴重なことだと思いますし、やりが

いにつながっています。個人的にも1995年当時大阪に住ん

でおり、阪神・淡路大震災を経験しているので、そのよう

な意味でも世界の防災政策・防災対策促進の取組に関わっ

ていけることは、とてもうれしいことです。

○国連でのご苦労やとまどいはありましたか

松岡：国連職員になる前は、日本政府の立場（国連日本

政府代表部にて人権分野専門調査員）として国連に携わ

っていたので、政府の立場と国連の立場という双方の立

場が理解できるので、それゆえに、時に政府の立場と国

連の立場、または各国政府の立場の相違の間で板ばさみ

になるということがありますが、両者の橋渡しができる

よう努力してきました。

また、ジュネーブ本部の同僚は、ほぼ全員の国籍が違

い、それぞれがコミュニケーション方法や仕事のやり方

が違うので、はじめはとまどいました。でも、先入観を

持たずお互いの考え方を尊重しあうと同時に、率直に議

論することを通して自分自身が成長したように思います。

○成熟した国連職員となるには、語学は当然として他に何が必

要ですか

松岡：192か国もの加盟国を抱える国連では、政治的な事

項も絡み、各国政府の立場の違いなど、相反する立場に

挟まれながら、妥協点を探り、長期的な視点で、世界が

よりよい方向に向かうために、私の場合は、長期的に見て

世界の防災分野の推進のためになるのかということを、自

分のコアとなる判断基準として業務をこなしてきました。

これは、複雑な状況下で業務をこなさなければならない国

連職員にとって、非常に重要な姿勢であると実感しました。

○防災分野で日本が世界に対してできることは

松岡：日本は災害多発国であるからこそ、防災政策も先

進的であり経験や知見を有しています。日本国として国

際防災分野にもっと組織的、積極的に力を入れていって

もいいのではないでしょうか。こういったソフト面で、

日本の貢献が認められ、国際社会から尊敬を得ることは、

今の日本国にとっても非常に大切なことだと思います。

○UN/ISDR兵庫事務所はどんなことをされるのでしょう。ま

た、今回日本に赴任するにあたっての抱負などをお願いしま

す。

松岡：兵庫事務所はISDR全体の幅広いグローバルな活動

の一貫として、「兵庫行動枠組」の実施促進と国際防災協

力のさらなる充実・強化を目的としています。具体的に

日本に位置する国際機関を含む防災関係機関との連携、

協力の充実、日本の防災分野における経験、技術、先進

的取組の世界発信、その他の国・地域での活用等、日本

を拠点とする活動が、よりISDRの枠組を通してグローバ

ルな取組への連携、貢献を強めるための調整、触媒的役

割も果たします。また東アジア地域の防災協力促進、パ

ートナーシップ構築などを行います。

国連の仕事はより良い世界の構築に向け、普遍的な理

想や信念をもちながら、国際政治のプロセスや現実的な

制約の中でそれを求め続け、実践してゆく価値ある仕事

だと思います。特に、今回母国に赴任することとなり、

日本人国連職員として、日本国が世界で今以上に敬意を

得て、その存在を積極的に示してゆけるために、少しで

もお手伝いできればと思います。

国連国際防災戦略（UN/ISDR）：国連における防災の基本戦

略。通常は、その実施を担う組織を指す。ジュネーブにある

事務局を中心に、1990年代の「国際防災の10年」の活動を引

き継ぎ、2005年の「兵庫行動枠組」の実施に向けた各国、国

際機関による防災活動の調整を行う役割を担う。

「兵庫行動枠組」：2005年１月に神戸市で開催された「国際防

災会議」が採択した国際社会が今後取り組むべき防災に関す

る優先行動事項をまとめたガイドライン。国連各加盟国は、

この中から、自らの自然災害等の発生状況、経済社会基盤を

踏まえ、自らの防災行動を計画して、今後10年の防災活動を

行うこととしている。

国連防災世界会議（WCDR）で採択された「兵庫行動枠組」のさらなる実施及び国際防災協

力推進のため、UN/ISDR兵庫事務所が昨年10月14日に神戸市に開設されました。このたびジュ

ネーブのUN/ISDR事務局本部より兵庫事務所に着任された松岡由季さんにお話を聞きました。
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過去の災害に学ぶ（第16回）

災 害 の 概 要

（1）噴火の推移

雲仙火山は、多くの溶岩ドーム群からなる複成複式

火山である。有史以降、1663年、1792年、1990～95年

の３回の噴火は、いずれも主峰の普賢岳からの噴火で

あった。この1990年からの噴火は、水蒸気爆発で始ま

り、1991年5月20日に地獄跡火口から溶岩を噴出開始、

溶岩ドームが成長を始めた。5月24日に溶岩ドームの

溶岩塊の崩落により普賢岳東斜面に火砕流が初めて発

生し、その発生回数は計6,000回に達した。そのうち

数回は流下距離が４㎞を越えた。溶岩噴出量は、最盛

期には１日に30～40万m3に達し、複数の溶岩体（ロ

ーブ）を形成した。噴火は1995年２月に終息した。溶

岩総噴出量は２億m3で、約半分が溶岩ドームとして

留まった。

（2）災害の経緯

1990年の噴火確認直後に、小浜町は「普賢岳火山活

動警戒連絡会議」を発足、長崎県は「災害警戒本部」

を設置した。1991年５月26日には火砕流による負傷者

が出たことで、九州大学島原地震火山観測所の助言を

受け島原市は、上木場地区住民に対し、火砕流警戒の

目的で初めて避難を勧告した。マスコミは普賢岳の正

面に当たる『定点』と呼ばれる場所での固定撮影をし

た。島原市は報道機関などに対し避難勧告地域からの

退去を要請したが、報道機関は応じなかった。６月３

日には火砕流が水無川沿いに約4.3㎞流下し、マスコ

ミ関係者、地域の安全を守る消防団員等の死者・行方

不明者43人の被害を出した。島原市は６月７日から、

深江町は６月８日から警戒区域を設定し、立ち入りを

制限した。６月８日には６月３日を上回る火砕流が発

生し、水無川沿いに約5.5㎞流下したが、警戒区域の

設定により人的被害は免れた。以後も、６月30日の土

石流、９月15日の火砕流などにより、家屋等に被害が

出た。９月15日の火砕流では、大野木場小学校が焼失

した。1993年６月23日の中尾川方向の火砕流では、千

本木地区の家屋が焼失したほか男性1人が死亡した。

４月から７月にかけて土石流が頻発し、家屋の被害に

加え、国道や鉄道が寸断され、島原市街地が一時孤立

した。観光客の減少や人口の流出などで島原半島全体

に被害が波及した。

（3）被害の概要

・人的被害：死者・行方不明者44人、負傷者12人

・土石流・火砕流・噴石等による家屋被害：住家

1,399戸、非住家1,112戸

・商工被害：14,801,656万円

・農林業関係被害額：6,610,940万円

土 砂 災 害 対 策

砂防えん堤建設などの砂防計画は噴火が短期に終息

するとの前提で作成されていたため、恒久対策しか策

定されていなかった。火山災害の長期化に伴い、警戒

区域内では防災工事が実施出来ないため、土石流被害

が拡大し、家屋被害の増加や道路・鉄道の被害による

交通途絶が発生した。応急・緊急対策の導入による仮

設導流堤の建設や除石や砂防えん堤の建設に無人化施

工が初めて導入された。

■民家に迫る火砕流（1992（平成4）年9月27日） 撮影：杉本伸一

■無人化施工による警戒区域内での除石（1994（平成6）年4月11日）
撮影：松井宗廣

1990年11月17日に始まった雲仙普賢岳の火山
噴火活動は、４年３か月継続した。この間、
1991年５月から土石流及び火砕流による災害が
頻発した。火砕流から人命を守るため、災害対策
基本法に基づく警戒区域が人家や商業地が密集す
る市街地で初めて設定され、長期継続災害に対す
る対策が実施された。

雲仙普賢岳噴火 1990～1995年雲仙普賢岳噴火 
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過 去 の 災 害 に 学 ぶ 

series no.16

危 機 管 理

火山噴火に関する地方自治体への危機管理支援は、

終始一貫して、地域に存在する九大観測所が大きな役

割を果した。災害派遣を要請された自衛隊は、九大観

測所に連絡班を設置し、震動波形のモニターにより火

砕流発生状況の監視や地上レーダー等の情報収集機器

を装備し、24時間体制の監視をした。自衛隊ヘリコプ

ターによる火山観測支援や相互の情報交換など、自衛

隊と九大観測所の間に、緊密な火山監視協力体制が構

築された。自衛隊の警戒監視結果はリアルタイムで発

信され、防災機関が対策に活用した。

被 災 者 対 策

災害が長期化して、被災者の生活支援が大きな課題

となった。現行法の弾力的運用などによる政府の被災

者等救済対策は21分野100項目にわたった。この中に

は生活安定再建資金の貸付、長期避難者に対する食事

供与事業が含まれた。さらに、きめ細かい被災者支援

のため雲仙岳災害対策基金が設立された。この基金は、

県からの出損金、貸付金及び義援金の一部を積み立て、

それを運用して生じる利息等で住民の住宅再建等の災

害からの立ち上がりに重点をおいた助成事業が実施さ

れた。また、義援金の総額は233億円に達し、配分で

の特別な措置として、義援金の一部を基金に積み立てた。

復 興 計 画 と 復 興 事 業

（1）復興計画

災害によって地域が壊滅的な被害を受けた場合は、

復旧ではなく復興が必要である。島原市では、災害の

教訓と課題をもとにして復興の基本方針を、生活再建、

防災都市づくり及び地域の活性化の３本柱で設定し

た。復興計画は、国や長崎県の既定の復興事業計画を

地元自治体として相互調整するとともに、３本柱の観

点から体系的に調整して空白領域を補完し、整合性の

とれた復興をめざした。市町の復興計画は、長崎県によ

る島原半島全体の再生と活性化をめざす「島原地域再生

行動計画」に引き継がれた。復興計画から安中三角地帯

の嵩上げ、砂防指定地の利活用、大野木場小学校被災校

舎の現地保存、土石流被災家屋の保存、雲仙岳災害記念

館・道の駅の建設などを柱とする火山観光が実現した。

（2）安中三角地帯の嵩
かさ

上
あ

げ

復興で特筆すべきは、住民発案の安中三角地帯の嵩

上げ事業である。安中三角地帯は、断続的に発生した

土石流により、地域内の70％の家屋が埋没し、個人レ

ベルでの復旧は難しい状態にあった。住民は、安中の

ふるさとで自宅や農地を再建すれば代替地の確保は不

要で、生活再建を行えると考えた。嵩上げの事業費を

捻出するために、建設省と長崎県の協力によって三角

地帯を土捨て場とみなす土捨て事業が導入された。

教 　 　 　 　 　 訓

（1）土砂災害対策

火山噴火対策で得られた教訓は、 i ）工夫し挑戦す

れば新しい技術が開発できること、ii）緊急時対策の

高度化の必要性、iii）噴火前におけるハード、ソフト

対策の必要性などである。しかし、土砂災害対策の過

程をとおして地域の復興を顧みた時、「官・民の協力」

が最大の教訓となった。

（2）危機管理

火山噴火に関して行政への危機管理支援ではホーム

ドクターといわれる火山学者の存在が大きかった。研

究者と行政・住民の間に平時から築き上げた連携と信

頼関係があった。地域に常駐し、首長に助言し、住民

に詳しく解説し理解を促す存在があれば、行政も決断

ができることを証明している。

（3）被災者対策

雲仙岳災害対策基金により，きめ細かな被災者支援

が行われ、大きな成果を挙げた。大規模な災害では基

金は有効で利息に依存しない基金設置手法を検討する

必要がある。

（4）復興計画

被災した市町の復興計画は、地元の合意形成、防

災・復興関連機関との連携・調整などを経て、具体的

にまとめたものである。その内容は地元の復興意欲を

国、県に伝えたと評価できる。市町レベルの復興計画

策定は、技術力、財源、事業主体などに限界があるが、

地元の意思を伝えるためにその計画の役割は大きい。

橋　和雄：長崎大学工学部教授、「災害教訓の継承に関す
る専門調査会」小委員会委員（1990-1995雲仙
普賢岳噴火分科会主査）■無人化施工の遠隔操作作業状況（1994（平成6）年4月11日）

撮影：松井宗廣
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１ は　じ　め　に

気象業務法の一部を改正する法律が平成19年

11月に第168回臨時国会で成立し、12月１日に

施行されました。

これまでは、地震と火山現象については予報

を行うことが技術的に困難であったことから、

予報及び警報の対象から除外されていました。

今回の改正は、近年における気象業務に関す

る技術の進展及び観測体制の充実により、地震

のうちの地震動、それから火山現象について予

報を行うことが技術的に可能となったことか

ら、これらの現象についても予報及び警報の対

象に位置づけ、皆さんが適切に利活用できるよ

う制度化を図り、もって地震及び噴火による被

害の軽減を図ろうというものです。

２ 改　正　の　概　要

今回の改正により、雨や風などの気象と同様に、気

象庁は地震動及び火山現象についての一般の利用に適

合する予報及び警報をしなければならないこととなり

ました。気象庁では、地震動の警報を「緊急地震速報」

の名称で、火山現象の警報を「噴火警報」の名称で発

表しています。また、発表した警報については、気象

業務法施行令（政令）により、緊急地震速報について

はNHK、噴火警報については警察庁、海上保安庁、

都道府県、NTT東日本・西日本及びNHKに対し、気

象庁から通知することとしています。これにより、気

象に関する警報と同様、緊急地震速報や噴火警報につ

いても、関係機関を通じて迅速に皆さんに伝えられ、

避難等の防災行動に役立てられるようになります。

また、気象庁以外の者が地震動及び火山現象の予報

の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受

けなければならないこととなりました。これらの予報

については、利用される方のニーズに応じて、さまざ

まな事業者からきめ細かな提供が行われるのが望まし

い一方、不適切な予報が提供されたり、災害に対する

複数の異なる警告内容が提供されたりすれば、大きな

混乱が生じかねません。このため、一定の技術基準を

満たす適切な予報が提供されるよう許可制がとられ、

また、重大な災害が起こる恐れがある場合に発する警報

については気象庁が一元的に行うこととなっています。

３ 被害軽減につなげるために

今回の改正を防災・減災につなげるためには、気象

庁が緊急地震速報や噴火警報の発表等について適切に

運用していくなど行政の不断の努力はもちろんのこ

と、皆さん一人ひとりが緊急地震速報や噴火警報が発

表されたらどのように行動するかを考え、いざという

ときに適切な行動をとっていただくことが必要です。

気象庁では、緊急地震速報「利用の心得」として、

緊急地震速報発表時の取るべき行動についてまとめて

います。広報「ぼうさい」（平成19年５月号）や気象

庁ホームページ（http://www.jma.go.jp/）でご覧に

なれますので、ぜひご確認ください。

また、噴火警報は、火口周辺のみに危険が予想され

る場合と居住地域まで危険が予想される場合とで違い

が分かるように発表します。特に、浅間山など16の火

山（平成20年１月現在）については「噴火警戒レベル」

（危険が及ぶ範囲や避難などの取るべき行動に応じて、

火山活動の状況を５段階に区分したもの）を合わせて

発表し、避難の必要性などを分かりやすくお知らせし

ます。警報発表時はあなどらず、しかし恐れすぎず、

冷静に行動していただきたいと思います。噴火警報の

詳細については気象庁ホームページに説明があります

のでご確認ください。地元の気象台にもお気軽にお尋

ねください。

予報及び警報＊へ位置づけ 

効  果 

地震動の予報及び警報（緊急地震速報） 
火山現象の予報及び警報（噴火警報） 

国民へのより確実な周知、無用の混乱を防止 

○ 一般の利用に適合する予報・警報の発表義務　（第13条） 

○ 警報の通知先機関への通知義務　　　　　　　（第15条第 1項） 

○ 気象庁以外の者に予報業務の許可を与え監督　（第18条、第20条の2、第21条） 

○ 警報の通知を受けた機関は、公衆へ周知　　　（第15条第 2項～第 6項） 

○ 許可を受けて予報業務を実施　　　　　　　　（第17条） 

○ 警報の禁止　　　　　　　　　　　　　　　　（第23条） 

気象庁 

気象庁以外の者 

＊気象業務法で「警報」とは、「重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報」と定義 

気 象 業 務 法 の 改 正 に つ い て
気　象　庁

図　改正気象業務法の概要
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平成20年度　内閣府防災部門予算案

１．災害予防 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．災害応急対応 
 
 
 
 
 
 
 
３．災害復旧・復興 
 
 
 
 
 
４．国際防災協力 
 
 
 
５．調整費 
 
　　　　計 

20年度 
予算案 
（Ａ） 

1,154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,740 
 
 
 
 
 
 
 

911 
 
 
 
 
 

171 
 
 
 

248 
 

5,224

前年度 
予算額 
（Ｂ） 

1,164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,560 
 
 
 
 
 
 
 

610 
 
 
 
 
 

204 
 
 
 

248 
 

4,786

比　較 
増△減額 
（Ａ－Ｂ） 

△ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 
 
 
 
 
 
 

301 
 
 
 
 
 

△ 33 
 
 
 
0 
 

438

対前年度 
比 

（Ａ／Ｂ） 

99.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107.0 
 
 
 
 
 
 
 

149.3 
 
 
 
 
 

83.8 
 
 
 

100.0 
 

109.2

 
主　要　事　項 

・防災週間・防災教育等意識啓発事業 
 
・民間と市場の力を活かした安全な地域づくり 
 
・防災ボランティア関連施策の拡充 
 
・地震防災戦略の推進 
 
・首都直下地震対策の推進 
 
・東海地震対策の推進 
 
・東南海、南海地震対策の推進 
 
・積雪寒冷地域等における地震対策の推進 
 
・中部圏・近畿圏地震対策の推進 
 
・地震防災緊急事業五箇年計画等の推進 
 
・防災関連情報基盤の構築によるハザードマップの普及促進 
 
・京阪神都市圏における広域防災拠点整備の推進 
 
・災害に強い地域づくり推進 
 
・建築物の耐震化の推進 
 
・長周期地震動対策の推進 
 
・津波対策の推進 
 
・火山災害対策の推進 
 
・防災見える化の推進 
 
・大規模水害対策の推進 
 
・災害時要援護者の支援対策 
 
・風水害・土砂災害・雪害対策の推進 
 
・防災に関する人材育成・活用 
 
・災害応急対策業務の実践的対応能力の向上 
 
・中央防災無線網の管理等 
 
・総合防災情報システムの機能拡張 
 
・被災者の生活再建支援 
 
・復興対策の推進 
 
・人と防災未来センターの運営補助 
 
・アジア防災センターを通じた地域防災協力の強化 
 
・総合防災協力戦略を通じた国際貢献の推進 

62 
 
37 
 
21 
 
12 
 
71 
 
12 
 
22 
 
36 
 
19 
 
9 
 
15 
 
13 
 

400 
 
23 
 
24 
 
30 
 
17 
 
20 
 
73 
 
18 
 
8 
 
8 
 
10 
 

2,009 
 

503 
 

611 
 
49 
 

251 
 
95 
 
18 
 

 
区　　分 

％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％ 
 
 
 
 
 
 
 
％ 
 
 
 
 
 
％ 
 
 
 
％ 
 
％ 

（注１）四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。 
（注２）前年度予算額には、上記のほか、東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点整備経費2,294百万円が計上された。 

（単位：百万円） 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）の平成20年度予算案については、被災者生活再建支援制度の充実、「日頃

からの災害への備え」を社会全体で実践する国民運動の展開、京阪神都市圏における広域防災拠点整備の推

進、大規模水害対策の推進などに要する経費5,224百万円となっています。
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平成20年度 災害・地震対策関係税制改正事項案

１ 能登半島地震被
害による被災代
替家屋等に係る
軽減措置の創設 

　　　　　　新規 

２ 新潟県中越沖地
震災害による被
災代替家屋等に
係る軽減措置の
創設　　  

新規
 

３ 地震防災対策用
資産の取得に関
する特例措置 

　　　　　　延長 

４ 住宅に係る耐震
改修促進税制 

　　　　　　
拡充 

５ 事業用建築物に
係る耐震改修促
進税制 

　　　　　　
延長 

要望省庁 

内閣府 
農林水産省
経済産業省
国土交通省 

内閣府 
農林水産省 
経済産業省 
国土交通省 

内閣府 
厚生労働省 

内閣府 
国土交通省 

内閣府 
厚生労働省 
国土交通省 

税目 

固定資産税 
都市計画税 

固定資産税 
都市計画税 

固定資産税 

所得税 

所得税 
法人税 

結　果　概　要 

　平成19年３月25日に発生した能登半島地震災害の被災者の生活
再建と被災地の復興を支援するため、同災害により滅失・損壊し
た家屋及び償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で取得
する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、
最初の４年間２分の１減額する措置を創設する。 

　平成19年７月16日に発生した新潟県中越沖地震災害の被災者の
生活再建と被災地の復興を支援するため、同災害により滅失・損
壊した家屋及び償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で
取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税につ
いて、最初の４年間２分の１減額する措置を創設する。 

　東海地震に係る地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災
対策推進地域及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推
進地域において、地震防災対策用資産の取得を促進する観点から、
不特定多数の者が利用する施設や危険物施設の管理者等が地震防
災対策用資産を取得した場合に関する固定資産税の課税標準の特
例措置を２年延長する（５年間、課税標準を３／４）。 

　個人が、平成20年12月31日までに、耐震改修促進法に規定する
都道府県耐震改修促進計画等を定めた区域内において、旧耐震基
準（昭和56年５月31日以前の耐震基準）により建設された住宅の
耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10
％相当額（20万円を上限）を所得税額から控除する現行制度につ
いて、耐震診断から設計、改修までを総合的に支援する補助制度
を有する市町村を適用対象地域とするよう運用を改善する。 

　事業者が、特定建築物（事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等
の多数の者が利用する一定規模以上の建築物）について耐震改修
促進法の認定計画に基づく耐震改修工事を行った場合で、当該特
定建築物につき耐震改修に係る所管行政庁の指示を受けていない
ものを対象として、その工事に伴って取得等をされる建物の部分
について10％の特別償却ができる措置を２年延長する。 

事　　　項 

６ 高規格堤防の整
備に伴う建替家
屋に係る課税標
準の特例措置 

　　　　　　
延長 

国土交通省 不動産取得税 　高規格堤防整備事業の実施により家屋の移転を余儀なくされた
者に対して、収用等の場合に認められている税制上の特例措置を
２年延長する。 

７ 土砂災害の発生
のおそれがある
区域からの移転
に伴い取得する
住宅又は住宅用
地に係る課税標
準の特例措置 

　　　　　　
延長 

国土交通省 不動産取得税 　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律第８条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域内に住
宅又は住宅用地を所有している者が、住宅・建築物耐震改修等促
進事業費（がけ地近接等危険住宅移転事業）に係る補助を受けて
当該土砂災害特別警戒区域の区域外に移転するために住宅又は住
宅用地を取得した場合の税制上の特例措置を２年延長する。 

８ 特定都市河川流
域における雨水
貯留浸透施設に
係る課税標準の
特例措置 

　　　　　　
延長 

国土交通省 固定資産税 　特定都市河川浸水被害対策法（以下「法」という。）に基づき
指定された特定都市河川流域内において法第９条の規定に基づく
都道府県知事等の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い、その対
策工事として設置される雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例
措置を２年延長する。 

９ 耐震補強事業に
より取得した鉄
道施設に係る特
例措置 

　　　　　　
延長 

国土交通省 固定資産税 　駅における耐震補強の整備を促進し、駅利用者の安全の向上を
図るとともに、発災時における駅の緊急応急活動拠点機能を確保
するため、国の補助金を受けて緊急に実施する駅の耐震補強工事
に係る特例措置の適用期限を２年延長する（５年間、課税標準を
２／３）。 



広報 ぼうさい　No.43  2008/1 23

◆ 1月～3月の予定 ◆ 
１月31日　火山情報等に対応した火山防災対策検討

会（第８回） 
２月５日　中央防災会議「首都直下地震避難対策等

専門調査会」（第10回） 
２月８日　中央防災会議「災害教訓の継承に関する

専門調査会」（第11回） 
２月下旬　中央防災会議「東南海、南海地震等に関

する専門調査会」（第33回） 
３月中旬　火山情報等に対応した火山防災対策検討

会（第９回） 
３月下旬　中央防災会議「大規模水害対策に関する

専門調査会」（第９回） 

◆ 12月～1月の動き ◆ 
12月13日　中央防災会議「東南海、南海地震等に関

する専門調査会」（第32回） 
12月20日　火山情報等に対応した火山防災対策検討

会（第７回） 
１月15日～21日　防災とボランティア週間 
１月15日～21日　防災とボランティアのつどい 
１月16日　ぼうさいカフェ in あたみ 
１月17日　防災とボランティアの日 
１月22日　平成19年度政府総合図上訓練 
１月29日　中央防災会議「大規模水害対策に関する

専門調査会」（第８回） 

法適用年月日 支援対象

被災者生活再建支援法に基づく
支援金の支給状況

新潟県中越地震
新潟県（全域）

三宅島噴火災害（帰島関連分）※
東京都（１村）

福岡県西方沖地震
福岡県（全域）

佐呂間町竜巻災害
北海道（１町）

台風第14号豪雨災害
宮崎県（全域）、鹿児島県（１市１町）
高知県（１市）、山口県（１市１町）

14,095世帯

143億6,700万円

（平成19年11月30日現在）
（支給申請期間中のもの）

（制度開始時からの総合計）

平成16年10月23日

平成17年２月１日

平成17年３月20日

平成17年９月４日
９月６日

台風第13号豪雨等災害
沖縄県（１市１町）、宮崎県（全域）

平成18年９月16日
９月17日

台風第11号及び前線による大雨災害
沖縄県（１町）、秋田県（１市）

平成19年９月14日
９月17日

平成18年梅雨期豪雨災害
沖縄県（１市）、長野県（３市２町）
宮崎県（１市）、鹿児島県（全域）

平成18年６月12日
７月19日
７月22日

平成18年11月７日

平成19年（2007年）能登半島地震
石川県（全域）平成19年３月25日

平成19年（2007年）新潟県中越沖地震
新潟県（全域）

平成19年７月16日

台風第12号災害
沖縄県（１町）平成19年９月18日

支 給 額
※帰島に係る長期避難解除世帯特例制度適用による

既 支 給 世 帯 数

政策金融（日本政策投資銀行分）決定事項（継続）案
－防災対応促進事業－

本制度は、防災力強化に
対する取組が十分になされ
ていると認められる企業が
行う、防災対策事業に必要
な資金（非設備資金を含む）
を対象として、低利融資も
しくは出資を行うものです。
企業の選定にあたっては、
「『防災に対する企業の取組
み』自己評価項目表」（中央
防災会議専門調査会策定）
に準拠した評価システムを
用いて、適用金利のランク付けを行っています。本制
度創設から１年９か月の間に、13件、総額66億円の融
資が行われています。
日本政策投資銀行　防災対応促進事業　URL： （整備後）

（整備前）

■整備事例：安田倉庫（株）の多機能物流倉庫
（本制度による融資第１号案件）

http://www.dbj.go.jp/japanese/environment
/infrastructure/DP-rating.html

老朽倉庫の建替え

─お詫びと訂正─
「広報ぼうさい」平成19年11月号（第42号）の14ペー
ジ右下Column「被災者生活再建支援法の改正について」
の下から２行目に誤りがありました。
台風第12号による災害（沖縄県久米島町）の久米島町

は、竹富町の誤りでした。
読者および関係者の皆様に謹んでお詫び申し上げると

ともに、訂正させていただきます。
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巻頭言
滋賀県立大学環境科学部教授　柴田　いづみ

特集：防災とボランティア週間
「新潟県災害救援ボランティア本部」等の活動　社会福祉法人　新潟県社会福祉協議会

ふれあって住民の知恵を生かした地域づくり　NPO法人　春日住民福祉協議会

高校生パワーで地域支援　福島県立双葉高等学校家庭クラブ 顧問　荒　由利子

若者の汗と元気を被災地へ！　NPO法人　国際ボランティア学生協会

コマツの災害復興支援活動　コマツ

災害報告
国内の災害、海外の災害

平成18年豪雪を教訓にして　山形県総務部改革推進室政策企画課地域政策班

日本一災害に強い都市づくりをめざして　長岡市長　森　民夫

バングラデシュにおけるサイクロン災害現地調査報告

防災の動き
被災者生活再建支援法の改正について

「過去の災害に学ぶシンポジウム」を開催！

国連国際防災戦略（UN/ISDR）兵庫事務所を開設

シリーズ「過去の災害に学ぶ」（第16回）
1990～1995年雲仙普賢岳噴火

Information
気象業務法の改正について

平成20年度　内閣府防災部門予算案

平成20年度　災害・地震対策関係税制改正事項案

政策金融（日本政策投資銀行分）決定事項（継続）案

被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給状況

12月～1月の動き

1月～3月の予定
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